
大口町告示第３１号 

 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第１項に定めるところにより、下

水を排除及び処理するべき区域等を次のように定める。 

 その関係書類は、令和８年３月２６日から本町建設部建設課に備え縦覧に供す

る。 

 

令和８年３月２６日 

 

  大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

１ 供用及び処理開始年月日 

   令和８年４月１日 

２ 供用及び処理開始区域 

  丹羽郡大口町竹田二丁目、下小口七丁目、高橋一丁目、丸一丁目、丸二丁目、

大屋敷一丁目、二丁目、大御堂一丁目の一部 

３ 排水施設の位置 

幹線名 大口右岸２－１号幹線 大口右岸６号幹線 

起点 大口町竹田一丁目地内 大口町大屋敷一丁目地内 

終点 大口町丸一丁目地内 江南市今市場町高根地内 

摘要 五条川右岸流域下水道３号幹線に接続 五条川右岸流域下水道１号幹線に接続 

４ 分流式又は合流式の別 

  分流式 

５ 関係図書 

  別添のとおり 
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